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次
の
と
お
り
三
朝
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
'
哀
議
会
の
.
#
決
を
求
め
る
｡
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三
朝
町
条
例
第

号

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
二
言
)
の
蒜
を
次
の
よ
う
に
改

正

す

る
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第
六
条
第
一
項
中
｢
当
薪
被
保
険
者
叉
は
｣
を
削
る
｡

第
十
妄
中
｢
又
は
撃
]
毒
｣
を
｢
若
し
く
は
第
七
項
｣
に
,
｢
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合
｣
を

■

｢
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
す
被
保
険
者
証
の
返
蒼
を
求
め
ら

れ
て
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
｣
　
に
改
め
る
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こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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こ
の
倉
例
に
よ
る
改
正
後
の
三
朝
町
国
民
健
康
席
険
条
例
(
以
↑
｢
新
条
例
｣
と
い
う
｡
)
毛
六
条

第
蒜
の
規
定
は
,
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
(
以
下
｢
施
行
日
｣
と
い
う
｡
)
は
後
町
出
産
に
華
っ
-

助
産
#
の
支
給
に
ら
い
て
適
用
し
,
施
行
日
前
の
出
産
に
基
づ
く
助
産
費
の
支
線
に
つ
い
て
は
'
な
お

I

従

前
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例
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艶
条
例
第
十
1
桑
の
規
定
は
'
施
行
日
放
後
の
行
為
か
ら
適
用
し
､
施
行
日
前
の
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
､
′
　
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

血

T

.

･

　

　

･

,


